
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

不動産の共有を解決する方法として家族信託の活用をおススメします。 

（家族信託の概要） 

「家族信託」とは、資産を持つ方が、特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信

頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 

（具体的なスキーム） 

宮本様と長男との間で信託契約を締結することで 

 長男は、不動産の管理・運営に関する大規模修繕・金融機関の交渉・売却の意思決定などを、 

長女や次女の了解を得ないで、単独で実行することが可能 

 賃料は、長男・長女・次女に公平に 3等分にできる 

つまり、家族信託は信託契約の内容により将来の不安事項をリスクヘッジすることができます。 

私（仮名 宮本太郎：82 歳）は大阪に優良テナント物件を 1 棟所有しています。家族構成は長

男、長女、次女の 3名です。私の希望としては上記の不動産は兄弟姉妹、仲良く 3人の共有にし

たいと考えています。だけど、共有にしてしまうと、権利関係者が複数になり、すべての事項につ

いて共有者全員の同意が必要になると聞きます。さらに、相続を繰り返すと、共有者が増加し、将

来のもめごとに発展するかもしれません。なにか良い方法はありませんか？ 

平成２７年 1２月 円満な相続・贈与のために 
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お問合せ先：税理士法人あおば   資産税担当 税理士 三瀬 義男     

大阪市西区立売堀１丁目１番１号  立売堀１番館４F 

ＴＥＬ：０１２０－９８５－５５６ ＵＲＬ：www.aoba-atm.com/ 
 

 


